
諮問第７７号

答 申

第１ 審査会の結論

公立大学法人福島県立医科大学理事長（以下「実施機関」という。）が、平成１９

年８月１６日付け１９医大病第８５号で行った公文書不開示決定は、妥当である。

第２ 異議申立てに係る経過

１ 異議申立人は平成１９年８月７日付けで、福島県情報公開条例（平成１２年福島県

条例第５号。以下「条例」という。）第５条の規定により、実施機関に対し「物品供

給センターの医療材料の入札関係書類（１ヶ月半程前に実施された見積合わせ）」（以

下「対象公文書」という。）の開示を求めて公文書の開示請求を行った。

２ これに対して実施機関は対象公文書については保有していないとして、平成１９年

８月１６日付けで、条例第１１条第２項の規定により不開示決定（以下「本件処分」

という。）を行った。

３ 異議申立人は本件処分を不服とし、平成１９年１０月１２日付けで行政不服審査法

（昭和３７年法律第１６０号）第６条の規定により、実施機関に対して異議申立書を

提出した。

第３ 異議申立人の主張

１ 異議申立ての趣旨

異議申立ての趣旨は、本件処分を取消し、対象公文書の開示を求めるというもので

ある。

２ 異議申立ての理由

異議申立ての理由は異議申立書及び意見陳述の内容を要約すると概ね次のとおりで

ある。

(1) 実施機関においては、平成１９年８月１日までは入札により医療材料の仕入れ業

者を決定しており、その入札結果や契約状況については開示されていた。

(2) しかし、実施機関は同日以降の医療材料の取扱いについては、仕入れ・管理・搬

送業務の全般を株式会社○○○○に委託したことに伴い、それまで開示されていた

医療材料の仕入れに関する入札の状況が開示されなくなった。

(3) 入札の適正化や積極的な情報公開が叫ばれる中、実施機関による今回の不開示処

分は明らかな逆行的措置であり、行政の透明性を確保する情報公開の原則に反し許

されない。

(4) 実施機関の不開示理由は「関係書類を保有していないため開示できない」という

ものであるが、仕入れ業務を委託した株式会社○○○○は行政業務の代行者に過ぎ

ず、実施機関は発注者として適正な業務委託が執行されているか確認するため、最

低限、医療材料の見積合わせ又は入札の関係書類程度は、行政業務代行者に提出を

求め、保管すべき義務がある。



第４ 実施機関の説明

実施機関が本件対象公文書を不開示とした理由は、不開示決定理由説明書によると

次のとおりである。

１ 実施機関は平成１９年８月１日付けで株式会社○○○○と「院内の物品搬送業務及

び物流管理システムの運営業務並びに物品の一括調達業務」の業務委託契約を締結し、

同日以降の医療材料の調達・納入業務について同社に一任した。

２ 異議申立人が求める「見積合わせ」とは、上記契約に基づき医療材料の調達・納入

業務を履行するため、株式会社○○○○が医療材料業者との間で実施した見積合わせ

を指すものであるが、実施機関においては当該見積合わせには関与しておらず、対象

公文書は保有していないため、文書不存在により不開示決定を行った。

第５ 審査会の判断

１ 本件対象公文書について

本件の請求内容は、平成１９年８月以降の医療材料の調達に関する入札関係書類の

開示を求めるというものであるが、具体的には一括調達契約に変わる１ヶ月半程前に、

株式会社○○○○が実施機関の立ち会いの下に実施した業者選定に係る入札又は見積

合わせに関する情報に関し実施機関が取得した文書の開示を求めるという趣旨である

と判断される。

２ 対象公文書の保有の有無について

(1) 実施機関の不開示決定理由

実施機関は不開示決定理由説明書において、「１ケ月半程前に実施された見積合

わせ」とは株式会社○○○○が医療材料業者との間で実施した見積合わせを指すと

した上で、実施機関は当該見積合わせには関与していないため関係書類は保有して

いないとしている。

このため、審査会では対象公文書を保有していないとする実施機関の主張を確認

するため、実施機関に対し不開示理由と異議申立人が指摘する業者選定の見積合わ

せへの対応について確認するとともに、異議申立人に対し改めて異議申立ての理由

について確認を行った。

(2) 審査会による確認

ア 実施機関について

業者選定の見積合わせに立ち会ったと異議申立人が主張する点について、実施

機関は株式会社○○○○が実施した業者への説明会に出席したことは認めている

ものの、物品の調達方法が８月から変更になることを説明後、その場を退席した

としており、退席後のやりとりの内容については把握していないとしている。ま

た、８月の業務委託後においても実施機関は具体的な業者選定方法や選定業者名

等の情報については特に株式会社○○○○に提出を求めておらず、把握していな

いとのことである。

イ 異議申立人について



異議申立ての理由について改めて確認したところ、あくまで発注者の責任とし

て対象公文書を保有していないこと自体が問題であると主張する一方で、実施機

関が「対象公文書を保有していない」ことを理由に不開示とした点については「文

書の有る無しについて問題にしているのではない」と述べており、異議申立人は

実施機関が対象公文書を保有しているか否かについて、その事実関係を争うもの

ではないとしている。

(3) 審査会の判断

審査会において確認したところ、実施機関が対象公文書を保有していないとした

ことについてはそもそも当事者間に争いはなく、また、実施機関の不開示決定理由

説明書や陳述内容からは、実施機関が対象公文書を保有していることを示す事実は

認められないことから、不存在を理由に不開示とした原処分に誤りは認められない。

３ 以前まで開示されていた情報が開示されなくなったとの主張について

(1) 異議申立人の主張

異議申立人は、８月１日以降の仕入れ業務を委託したことにより、以前まで公開

されていた医療材料の仕入れに関する情報が開示されないのは、行政の透明性を確

保する情報公開の原則に反し許されないと主張することから、この点について実施

機関に確認したところ、実施機関は次のように主張した。

(2) 実施機関への確認

ア ８月１日以前は指名競争入札を実施して落札業者を決定しており、落札業者と

落札の価格については公表していた。

イ ８月１日以降の病院内の物流管理や在庫管理については、いわゆるＳＰＤ方式

による委託が可能な業者を対象にプロポーザル方式による選定を行い、最終的に

株式会社○○○○に決定した。

ウ 業務委託に伴い実施機関の仕入れ先は３２社から１社になったが、開示してい

る情報はこれまでと同じであり、８月１日以前だから公表する、以後だから公表

しないという区別はしていない。

エ 株式会社○○○○の仕入れ業者や仕入れ価格については、民間と株式会社○○

○○の取引きに関する情報であるため把握していない。

(3) 審査会の判断

実施機関への納入業者が３２社から１社に減少したことにより、相対的にこれま

で開示されていた情報が開示されなくなったという印象を与えていることは否めな

いが、審査会が確認したところでは、実施機関においては８月１日以降の一括業務

委託契約による委託先や契約額については公表していることから、手続的には引き

続き従前と同様の情報が開示されていると見るのが相当であり、本件処分が従来開

示していたものを不開示にした処分であるとは認められない。

なお、異議申立人は株式会社○○○○は行政業務の代行者に過ぎず、実施機関は

発注者として適正な業務委託が執行されているか行政業務代行者に提出を求め、保

管すべき義務がある旨主張するが、当該主張は実施機関が行った不開示決定処分に

係る情報公開条例上の個別具体的な問題点を指摘するものとは言えず、情報公開審



査会の審査の対象とはならない

４ 結論

以上、実施機関においては対象公文書を保有していないことが認められ、「第１

審査会の結論」のとおり判断する。

なお、本件においては、そもそも実施機関が対象公文書を保有していないことにつ

いて当事者間に争いはなく、また、医療材料の納入業者の選定に係る情報を把握しそ

の内容を開示するよう求める異議申立人の主張も、情報公開条例上の個別具体的な問

題点を指摘するものとは言えず情報公開審査会の審査の対象とはならないものである

ことに鑑みれば、実施機関においては、自らが行う事務・事業について県民の理解が

得られるよう、より丁寧な説明や情報提供等に努められるよう付言する。

第６ 審査会の処理経過

当審査会の処理経過は、別紙のとおりである。



別紙

審査会の処理経過

年 月 日 処 理 内 容

平成１９年１０月３０日 ・諮問書受付

平成１９年１０月３１日 ・実施機関に不開示決定理由説明書の提出を要求

平成１９年１１月２２日 ・実施機関から不開示決定理由説明書の提出

平成１９年１１月２２日 ・異議申立人に不開示決定理由説明書を送付

・異議申立人に不開示決定理由説明書に対する意見書の

提出を要求

平成１９年１２月１１日 ・異議申立人が不開示決定理由説明書に対する意見書を

提出

平成１９年１２月２５日 ・異議申立ての経過説明

（第１４８回審査会） ・審議

平成１９年１２月２６日 ・実施機関へ異議申立人からの不開示決定理由説明書に対

する意見書を送付

平成２０年 １月２８日 ・実施機関から不開示決定理由について聴取

（第１４９回審査会） ・異議申立人から不開示決定理由に対する意見を聴取

・審議

平成２０年 ３月 ３日 ・審議

（第１５０回審査会）

平成２０年 ３月２５日 ・審議

（第１５１回審査会）
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